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所管課名 自然保護課 整理番号 ２－７

処分の種類

根拠法令条例

等・条項

処分の概要

処分基準

（未設定の場合

はその理由）

基準の制定根拠

未設定

（過去に処分事例がないため）

－

行政手続法・行政手続条例適用の不利益処分に係る処分基準

認定保護回復事業計画に係る取消措置

長野県希少野生動植物保護条例第３４条第３項

知事は、第３２条第３項の認定を受けた保護回復事業が第３１条第１項の保護回復事業計

画に即して行われていないと認めるとき、又はその保護回復事業を行う者がその保護回

復事業を適正かつ確実に実施することができなくなったと認めるとき若しくは前条第４項に

規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、その認定を取り消すことができ

る。


